
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月12日 

【中間会計期間】 第28期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

【会社名】 株式会社オービックビジネスコンサルタント 

【英訳名】 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和田 成史 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

【電話番号】 ０３（３３４２）１８８０ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼管理部長 和田 弘子 

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

【電話番号】 ０３（３３４２）１８８０ 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長兼管理部長 和田 弘子 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては、記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

回次 第26期中 第27期中 第28期中 第26期 第27期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高(千円) 6,821,945 6,881,565 8,026,546 14,573,168 14,939,502 

経常利益(千円) 3,621,333 3,945,671 4,843,679 7,788,592 8,366,007 

中間（当期）純利益(千円) 1,996,195 2,276,218 2,900,465 4,418,163 4,819,924 

持分法を適用した場合の投資利益 

(千円) 
－ － － － － 

資本金(千円) 10,519,000 10,519,000 10,519,000 10,519,000 10,519,000 

発行済株式総数(株) 20,176,000 20,176,000 20,176,000 20,176,000 20,176,000 

純資産額(千円) 51,406,569 56,335,775 61,582,219 53,801,408 59,854,868 

総資産額(千円) 60,362,712 66,633,216 73,550,786 63,714,703 72,926,296 

１株当たり純資産額(円) 2,576.37 2,829.77 3,085.21 2,693.93 3,001.11 

１株当たり中間(当期)純利益金額

(円) 
100.06 114.26 145.49 219.19 239.56 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益金額(円) 
99.81 114.17 145.27 218.82 239.27 

１株当たり配当額(円) 20 30 30 50 60 

自己資本比率(％) 85.2 84.6 83.7 84.4 82.1 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

(千円) 
1,242,206 2,273,101 2,400,915 3,084,149 4,406,501 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

(千円) 
484,076 1,867,412 649,577 △2,984,204 △856,416 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

(千円) 
△477,589 △812,326 △457,569 △871,449 △1,324,088 

現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高(千円) 
26,136,685 27,380,867 28,874,731 24,014,611 26,279,999 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)(人) 

484 

(71)

536 

(65)

554 

(69)

476 

(82)

519 

(70)



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。なお、主要な関係会社における異動といたしましては、当中間会計期間において、新たに関連会社として

株式会社アフォード・ビジネス・コンサルティング（当社出資比率39.8%）及びユニオンソフト株式会社（同29.8%）

が企業集団に加わり、前者は組織改革／システム導入・カスタマイズコンサルティングサービスを行い、後者はビジ

ネスソフトウェア（手形の達人等）の開発販売を行っております。 

 この結果、平成18年９月30日現在では、当社グループは、当社、子会社２社、関連会社６社及びその他の関係会社

１社で構成されることとなりました。  



３【関係会社の状況】 

  当中間会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業区分の名称を記載しております。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に外数で記載しており、契約社員４人、派遣社員65人

であります。 

    ２．従業員数が前事業年度末より35人増加しておりますが、業務拡大を目的とした定期採用等によるものであり

ます。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割
合（％） 

関係内容 

 （関連会社） 

株式会社アフォー

ド・ビジネス・コン

サルティング 

 東京都新宿区 2,500 

組織改革／システ

ム導入・カスタマ

イズコンサルティ

ングサービス  

39.8 

関連する事業のコ

ンサルティングサ

ービスの提供をし

ている。 

 （関連会社） 

ユニオンソフト株式

会社 

 長崎県長崎市 7,500 

ビジネスソフトウ

ェア（手形の達人

等）の開発販売  

29.8 

関連する事業の製

品の開発・販売を

している。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 554(69)  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間における我が国経済は、原油高など不安要因はあるものの、堅調な企業収益を背景とした雇用、

所得環境の改善により、個人消費にも明るさが見られるなど、景気は安定成長軌道に近づきつつあります。 

 こうした経済情勢の中で、情報サービス産業においては、情報システムの品質維持を確実なものとするととも

に、信頼性の高いシステムを構築できる技術力を強化することが何にも増して喫緊の課題となっております。ま

た、顧客である我が国産業界の国際競争力向上に資するソリューションを提供していくためには、高品質のシステ

ム提案を行う能力が必要不可欠であります。さらに、これら技術面・経営面の広範な能力を有機的に結合しスパイ

ラルアップを実現するマネジメントシステムを確立することが必要であります。 

 このような状況の中で、当社は、「顧客第一主義」をスローガンに経営改善につながるＩＴ技術活用の提案に注

力してまいりました。奉行シリーズにおける製品開発及びサービスには、特に中堅中小企業の内部統制におけるＩ

Ｔ活用をキーワードに、奉行ソリューションセミナー等を開催し、環境変化へ柔軟な対応ができる包括的なソリュ

ーションの紹介に努めてまいりました。中でも奉行新ＥＲＰにおいては高品質・高付加価値な技術力等をプロダク

ト開発に貫き、生産性や安定性、信頼性の向上に努め、顧客満足の充実を図りました。その結果、「奉行新ＥＲ

Ｐ」は平成11年９月発売以来、現在までに累計5,700社を超す導入実績をあげました。  

 以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高80億26百万円（前年同期比16.6％増）、経常利益48億43百万円

（同22.8％増）、中間純利益29億円（同27.4％増）となりました。 

当中間会計期間の品目別の売上状況は次のとおりです。 

（ソリューションテクノロジー及び関連製品） 

 当中間会計期間のプロダクト（ソリューションテクノロジー及び関連製品）の売上高は前年同期比12.1％増加

し、46億24百万円となり売上高構成比57.6％となりました。 

 奉行シリーズ製品の中で「ＬＡＮＰＡＣＫ製品等」の新規売上やバージョンアップ売上高が増加し、ソリューシ

ョンテクノロジー売上高は24億62百万円（前年同期比14.6％増）で増収となりました。また関連製品につきまして

も、「奉行新ＥＲＰ」のオプションコンポーネントの充実をはじめ、カスタマイズビジネスが収益に寄与し、売上

高は21億61百万円（同9.3％増）で増収となりました。 

（サービス） 

 当中間会計期間におけるサービスの売上高は、前年同期比23.5％増加し、34億２百万円となり、売上高構成比

42.4％となりました。 

 当中間期においては、サポートセンターの人員増強やユースウェアサービス（スクールや訪問指導）の向上、さ

らに税制改正等の即時対応をはじめとする保守契約向上に努めた結果、堅調な売上推移となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が48億35百万円

（前年同期比28.2％増）と大きく増加したこと等により、前中間会計期間末に比べ14億93百万円増加（同5.5％

増）し、当中間会計期間末には、288億74百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、24億円（同5.6％増）となりました。 

これは主に、税引前当期純利益の計上額48億35百万円、売上債権の減少額10億98百万円及び法人税等の支払額23

億28百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において投資活動の結果得られた資金は、６億49百万円（同65.2％減）となりました。 

 これは主に、株式や株式投信及び非上場株式などの投資有価証券の取得による支出20億24百万円、株式などの投

資有価証券の売却等による収入31億24百万円及び関係会社株式の取得による支出１億74百万円、関係会社への貸

付による支出２億円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、４億57百万円（同43.7％減）となりました。 

 これは主に、配当金の支払額５億98百万円等によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績をプロダクト別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社は、主にパッケージソフトウェア（ソリューションテクノロジー）の販売を行っており、個別受注に基づく

製品の生産の割合が僅少のため記載を省略しております。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当社が対処すべき課題といたしましては、前事業年度に引続き、「急激な環境変化に対応できる社員＝人材の育

成」と「当社のコアコンピタンスを実現する様々な支援策」及び「中国（上海）でのＥＲＰカスタマイズ強化」を考

えております。 

（社員＝人材育成） 

 社員＝人材育成というのは様々な業界でも言われております。しかし当社のようなビジネスソリューションテクノ

ロジーの開発は、生産資材や原料を必要としません。人を資源とするビジネスを行う当社にとって、社員の成長はよ

り重要な意味を持ちます。大切な社員を育成するに当たり、教育制度の充実が必要と考えます。当社業務に欠かせな

い会計等基幹業務知識習得やコンピュータ知識の習得など、基本的なビジネス知識を徹底して習得するための研修を

実施しています。しかしながら知識の習得だけを目的とした教育だけでは、社員の成長マインドを醸成することは困

難であります。従いまして、今後は、知識の習得などの研修はもちろんですが、成長のインフラと呼ばれる社員一人

ひとりが成長マインドを育てる社風、すなわち制度や環境の整備に努めてまいります。 

（コアコンピタンスを実現する様々な支援策） 

 今後は、ユーザー企業をはじめパートナー企業（カスタマイズパートナー企業含む）との間で、より一層の関係強

化を進めていくことを考えます。これまでは、オフィシャル系チャネル、ＳＩｅｒ・オフコン系チャネル、金融機関

系チャネルパートナーといった３本柱との連携が当社を支えてまいりました。今後は、第４の柱ともいえるプロフェ

ッショナルチャネル（会計事務所やＩＴコーディネータ、監査法人、コンサルティング・ファームなど）との連携に

も注力していくことを考えます。そこで、具体的な支援策として以下の４つを同時進行し、これらの支援戦略を単発

ではなくそれぞれ有機的につなぎ合わせることで、ユーザーの生産性とパートナーの収益性に貢献していくことを考

えております。 

プロダクト別 金額（千円） 前年同期比（％） 

ソリューションテクノロジー 2,464,085 113.8 

関連製品 997,163 100.0 

合計 3,461,248 109.5 

品目別 金額（千円） 前年同期比（％） 

プロダクト     

ソリューションテクノロジー 2,462,612 114.6 

関連製品 2,161,598 109.3 

小計 4,624,211 112.1 

サービス 3,402,335 123.5 

合計 8,026,546 116.6 



 ＜教育支援＞               ＜営業支援＞ 

・認定インストラクター資格制度      ・新人研修代行 

・認定店資格制度             ・全国規模のフォーラム開催 

                     ・最新製品・ソリューションの内覧会・勉強会 

＜開発支援＞               ＜ユーザー支援＞ 

・カスタマイズパートナー資格制度     ・充実のサポートセンター 

・開発支援モジュールの提供        ・税制改正への即時対応 

・技術問い合わせ窓口           ・高い操作性を実現したインターフェイス 

（中国（上海）でのＥＲＰカスタマイズ強化） 

当初は、カスタマイズ作業をShanghai OBC Safeware Co．，Ltd．に単純に委託するところからスタートしました

が、日本での需要の高まりや、中国に進出してくる日系企業からの「奉行ＥＲＰ」などのカスタマイズ要求が高まっ

ていることに対応し、現地技術者の教育及び人員増員を推進してまいります。さらに日系企業向けビジネスと並行し

て、中国市場に向けた中国版ＥＲＰの開発も検討してまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社が属する情報サービス産業においては、ＩＴ（情報技術）の投資対効果、開発工程のスピード化、また経営

戦略への貢献度など、顧客企業から求められる水準が高まり、こうしたユーザーニーズへの対応が必須になってお

ります。また中国などをはじめとするオフショア開発の台頭は、コスト面だけでなく、質的な面でも競争条件が変

化しつつあります。当社が注力する基幹業務システムの分野では、マイクロソフト社の新データベース「SQLサー

バー2005」と新統合開発環境「ビジュアルスタジオ2005」の日本語版の発売とともに、来年出荷予定の新OS

「Vista（ヴィスタ）」を含め、本格的な64bit高速サーバー化へのスタートが切られ、新時代に向かっていくと思

われます。 

 それに加えて、「会社法」の施行や税制改正、「日本版SOX法」の制度化などにより、企業におけるシステム環

境構築が必須となっております。企業経営をとりまく情報システムが経営改革や競争力強化といった「勝ち組企

業」に必要不可欠なビジネスツールとなる中で、中長期的に市場成長が見込まれております。 

 こうした状況の中で、当社の経営基本戦略でもある（１）企業の基幹業務・情報、（２）中堅・中小企業、(３)

マイクロソフト社のプラットフォーム（※）、（４）アライアンス・パートナーシップ、(５)奉行ブランド戦略に

フォーカスし、最先端のテクノロジーをツールに具現化するとともに、経営のスピード化に対応した究極のソリュ

ーション（戦略的統合基幹業務システム）の実現を目指し展開してまいりました。 

 なお、当中間会計期間における研究開発費の総額は、７億60百万円であります。 

（※）「プラットフォーム」とは「壇、舞台」が本来の意味するところです。自動車で言えば、色々な車種に共通

して使われる車台のことを指します。コンピュータの世界では、コンピュータシステムを効率よく動作さ

せるための「基盤」となるハードウェアやソフトウェア（基本ＯＳなど）を意味します。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成14年６月26日定時株主総会決議 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 80,704,000 

計 80,704,000 

種類 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月12日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 20,176,000 20,176,000 
東京証券取引所市場第

一部 

完全議決権株式で

あり、権利内容に

何ら限定のない当

社における標準と

なる株式 

計 20,176,000 20,176,000 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日）

新株予約権の数（個） 233 194 

新株予約権の目的となる

株式の種類 
普通株式 同左 

新株予約権の目的となる

株式の数（株） 
23,300 19,400 

新株予約権の行使時の払

込金額（円） 
4,180 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年６月27日 

至 平成19年６月26日 
同左 

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額（円） 

発行価格  4,180 

資本組入額 2,090 
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株予約権

者」という。）は、新株予約権の行使時において、当社又

は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要

する。ただし、当社の取締役、監査役が任期満了により退

任した場合もしくは当社の従業員が定年により退職した場

合、その他正当な事由のある場合はこの限りではない。 

(2)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(3)新株予約権者から当社への新株予約権返還事由、新株予約

権の行使の制限その他に関して新株予約権割当契約に定め

るものとする。 

(4)その他の権利行使の条件については、取締役会において決

定するものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関す

る事項 

(1)第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないもの

とする。 

(2)新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する

ものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － －  



②平成15年６月26日定時株主総会決議 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 355 309 

新株予約権の目的となる

株式の種類 
普通株式 同左 

新株予約権の目的となる

株式の数（株） 
35,500 30,900 

新株予約権の行使時の払

込金額（円） 
4,700 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月27日 

至 平成20年６月26日 
同左 

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額（円） 

発行価格  4,700 

資本組入額 2,350 
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株

予約権者」という。）は、新株予約権の行使時に

おいて、当社又は当社子会社の取締役、監査役又

は従業員であることを要する。ただし、当社の取

締役、監査役が任期満了により退任した場合もし

くは当社の従業員が定年により退職した場合、そ

の他正当な事由のある場合はこの限りではない。 

(2)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(3)新株予約権者から当社への新株予約権返還事由、

新株予約権の行使の制限その他に関して新株予約

権割当契約に定めるものとする。 

(4)その他の権利行使の条件については、取締役会に

おいて決定するものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関す

る事項 

(1)第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認め

ないものとする。 

(2)新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認

を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  － 



③平成16年６月24日定時株主総会決議 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 421 413 

新株予約権の目的となる

株式の種類 
普通株式 同左 

新株予約権の目的となる

株式の数（株） 
42,100 41,300 

新株予約権の行使時の払

込金額（円） 
7,216 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月25日 

 至 平成21年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額（円） 

発行価格  7,216 

資本組入額 3,608 
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株

予約権者」という。）は、新株予約権の行使時に

おいて、当社又は当社子会社の取締役、監査役又

は従業員であることを要する。ただし、当社の取

締役、監査役が任期満了により退任した場合もし

くは当社の従業員が定年により退職した場合、そ

の他正当な事由のある場合はこの限りではない。 

(2)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(3)新株予約権者から当社への新株予約権返還事由、

新株予約権の行使の制限その他に関して新株予約

権割当契約に定めるものとする。 

(4)その他の権利行使の条件については、取締役会に

おいて決定するものとする。  

 同左 

新株予約権の譲渡に関す

る事項 

(1)第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認め

ないものとする。 

(2)新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認

を要するものとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項  － －  



④平成17年６月24日定時株主総会決議 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 692 689 

新株予約権の目的となる

株式の種類 
普通株式 同左 

新株予約権の目的となる

株式の数（株） 
34,600 34,450 

新株予約権の行使時の払

込金額（円） 
5,100 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年６月25日 

 至 平成22年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額（円） 

発行価格  5,100 

資本組入額 2,550 
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権の割当を受けた対象者（以下、「新株

予約権者」という。）は、新株予約権の行使時に

おいて、当社又は当社子会社の取締役、監査役又

は従業員であることを要する。ただし、当社の取

締役、監査役が任期満了により退任した場合もし

くは当社の従業員が定年により退職した場合、そ

の他正当な事由のある場合はこの限りではない。 

(2)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(3)新株予約権者から当社への新株予約権返還事由、

新株予約権の行使の制限その他に関して新株予約

権割当契約に定めるものとする。 

(4)その他の権利行使の条件については、取締役会に

おいて決定するものとする。  

 同左 

新株予約権の譲渡に関す

る事項 

(1)第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認め

ないものとする。 

(2)新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認

を要するものとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項  － －  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成18年４月１日 

 ～ 

 平成18年９月30日 

－  20,176,000  －  10,519,000  －   18,415,000 



(4）【大株主の状況】 

（注）当社が保有する自己株式数は、215千株（所有株式数の割合1.07％）であり、上記大株主の状況には含まれており

ません。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社オービック 東京都中央区京橋２丁目４－15 6,794 33.68 

和田 成史 神奈川県川崎市宮前区 5,778 28.64 

和田 弘子 神奈川県川崎市宮前区 1,308 6.48 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 753 3.74 

ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カンパニ

ー 505025 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A 407 2.02 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 373 1.85 

指定単受託者三井アセット信

託銀行株式会社 １口 
東京都港区芝３丁目23－１  223 1.11 

中山 茂 東京都調布市 222 1.10 

澤田 和久 東京都大田区 200 0.99 

ドレスナー バンク エージ

ー フランクフルト エクイテ

イーズ カスタマーズ アカウ

ント  

JURGEN-PONTO-PLATZ 1,D-

60301 FRANKFURT/MAIN.GERMANY 
150 0.74 

計 － 16,211 80.35 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

(注)１ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,700株含まれております。また、「議

決 権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数34個が含まれております。 

  ２ 単元未満株式数には、当社所有の自己株式8株が含まれております。 

②【自己株式等】 

 (注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が8株あります。なお、当該

株式数は上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    215,550 － 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式  19,959,500 399,190 同上 

単元未満株式 普通株式       950 － 同上 

発行済株式総数 20,176,000 － － 

総株主の議決権 － 399,190 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社オービックビジ

ネスコンサルタント 

東京都新宿区西新宿 

六丁目８番１号 
215,550 － 215,550 1.07 

計 － 215,550 － 215,550 1.07 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 6,900 6,870 6,910 7,610 8,360 8,970 

最低（円） 6,030 5,900 5,610 6,690 7,090 7,070 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の中間財務諸表については、ＡＳＧ監査法人により中間監査を受け、当中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）の中間財務諸表については、太陽ＡＳＧ監査法人により中間監査を受けております。 

  なお、ＡＳＧ監査法人は、平成18年１月１日付をもって太陽監査法人と合併し、名称を太陽ＡＳＧ監査法人に変更

しております 

３．中間連結財務諸表について 

 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

  資産基準          2.29％ 

  売上高基準         0.16％ 

  利益基準          0.07％ 

  利益剰余金基準      △0.22％  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   26,859,318   28,874,648 26,279,915   

２．受取手形 ※２  161,107   202,142 213,197   

３．売掛金   2,201,469   2,709,349 3,796,889   

４．有価証券   521,549   83 83   

５．たな卸資産   161,588   116,838 116,917   

６．その他   78,700   69,666 224,496   

  貸倒引当金   △16,220   △11,246 △20,420   

流動資産合計     29,967,512 45.0 31,961,482 43.5   30,611,079 42.0

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 392,681   351,785 367,665   

２．無形固定資産   127,653   280,128 140,563   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   32,022,397   36,399,481 37,621,762   

(2）その他   4,133,850   4,588,211 4,204,804   

  貸倒引当金   △10,879   △30,303 △19,579   

計   36,145,368   40,957,389 41,806,987   

固定資産合計     36,665,704 55.0 41,589,303 56.5   42,315,216 58.0

資産合計     66,633,216 100.0 73,550,786 100.0   72,926,296 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   135,930   140,611 199,920   

２．未払金   420,950   489,649 509,836   

３．未払費用   394,836   469,847 398,249   

４．未払法人税等   1,750,701   2,098,426 2,310,000   

５．未払消費税等 ※３ 61,882   98,695 84,013   

６．前受収益   2,905,871   3,838,752 4,126,130   

７．繰延税金負債    181,939   98,679 89,019   

８．役員賞与引当金   －   25,000 －   

９．その他   54,846   76,551 101,860   

流動負債合計     5,906,958 8.8 7,336,212 10.0   7,819,028 10.7

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債   4,076,223   4,257,359 4,903,540   

２．退職給付引当金   314,259   374,994 348,859   

固定負債合計     4,390,482 6.6 4,632,354 6.3   5,252,399 7.2

負債合計     10,297,441 15.4 11,968,566 16.3   13,071,428 17.9

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     10,519,000 15.8 － －   10,519,000 14.4

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   18,415,000   － 18,415,000   

２．その他資本剰余金   500,527   － 505,042   

資本剰余金合計     18,915,527 28.4 － －   18,920,042 26.0

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   140,610   － 140,610   

２．任意積立金   16,810,900   － 16,810,900   

３．中間（当期）未処
分利益 

  5,842,054   － 7,788,512   

利益剰余金合計     22,793,564 34.2 － －   24,740,022 33.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    5,193,526 7.8 － －   6,680,865 9.2

Ⅴ 自己株式     △1,085,843 △1.6 － －   △1,005,062 △1.4

資本合計     56,335,775 84.6 － －   59,854,868 82.1

負債・資本合計     66,633,216 100.0 － －   72,926,296 100.0 

            



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

           

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  10,519,000 14.3  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   18,415,000   －   

(2）その他資本剰余金   －   515,370   －   

資本剰余金合計    － －  18,930,370 25.7  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   140,610   －   

(2）その他利益剰余金               

任意積立金   －   20,021,850   －   

繰越利益剰余金   －   6,832,180   －   

利益剰余金合計    － －  26,994,641 36.7  － － 

４ 自己株式    － －  △874,485 △1.2  － － 

株主資本合計    － －  55,569,526 75.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

その他有価証券評価差額金    － －  6,012,693 8.2  － － 

評価・換算差額等合計    － －  6,012,693 8.2  － － 

純資産合計    － －  61,582,219 83.7  － － 

負債純資産合計    － －  73,550,786 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     6,881,565 100.0 8,026,546 100.0   14,939,502 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,416,511 20.6 1,670,587 20.8   3,088,780 20.7

売上総利益     5,465,054 79.4 6,355,959 79.2   11,850,722 79.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費     2,992,372 43.5 3,332,533 41.5   6,106,551 40.9

営業利益     2,472,681 35.9 3,023,425 37.7   5,744,170 38.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,495,678 21.7 1,824,731 22.7   2,714,853 18.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   22,688 0.3 4,477 0.1   93,017 0.6

経常利益     3,945,671 57.3 4,843,679 60.3   8,366,007 56.0

Ⅵ 特別損失 ※3,4   174,850 2.5 8,197 0.1   183,925 1.2

税引前中間（当期）
純利益 

    3,770,821 54.8 4,835,482 60.2   8,182,082 54.8

法人税、住民税及び
事業税 

  1,753,995  2,116,729 3,899,544   

法人税等調整額   △259,393 1,494,602 21.7 △181,713 1,935,016 24.1 △537,387 3,362,157 22.5

中間（当期）純利益     2,276,218 33.1 2,900,465 36.1   4,819,924 32.3

前期繰越利益     3,565,835 －   3,565,835 

中間配当額     － －   597,248 

中間（当期）未処分
利益 

    5,842,054 －   7,788,512 

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 

利益 

準備金 

 その他利益剰余金 

任意 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

       （千円） 
10,519,000 18,415,000 505,042 140,610 16,810,900 7,788,512 △1,005,062 53,174,002 

中間会計期間中の変動額         

  平成18年６月定時株主総

会における利益処分に

よる任意積立金取崩項

目（注）１． 

        △589,050 589,050   － 

  平成18年６月定時株主総

会における利益処分項

目（注）２． 

        3,800,000 △4,445,847   △645,847 

  中間純利益           2,900,465   2,900,465 

  自己株式の取得             △107   

  自己株式の処分     10,327       130,684 140,904 

  株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

                

 中間会計期間中の変動額 

合計     （千円） 
－ － 10,327 － 3,210,950 △956,331 130,576 2,395,523 

 平成18年９月30日 残高 

       （千円） 
10,519,000 18,415,000 515,370 140,610 20,021,850 6,832,180 △874,485 55,569,526 

 

評価・換算差
額等 

その他有価
証券評価差
額金 

 平成18年３月31日 残高 

        （千円） 
6,680,865 

中間会計期間中の変動額  

  平成18年６月定時株主総

会における利益処分によ

る任意積立金取崩項目

（注）１． 

  

  平成18年６月定時株主総

会における利益処分項目

（注）２． 

  

  中間純利益   

  自己株式の取得    

  自己株式の処分   

  株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△668,172 

 中間会計期間中の変動額 

合計      （千円） 
△668,172 

 平成18年９月30日 残高 

       （千円） 
6,012,693 



 （注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。 

      任意積立金取崩高 

    ２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。 

      利益処分額 

１．プログラム準備金取崩高 589,050千円

１．配当金       597,847千円

２．役員賞与     48,000千円

３．任意積立金         

  別途積立金   3,800,000千円

    合計    4,445,847千円



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

税引前中間（当期）
純利益 

  3,770,821 4,835,482 8,182,082 

減価償却費   45,410 45,162 95,648 

無形固定資産償却費   14,144 43,382 32,617 

退職給付引当金の 
増加・減少(△)額 

  21,415 26,135 56,015 

役員賞与引当金の 
増加・減少(△)額  

  － 25,000 － 

貸倒引当金の増加・
減少(△)額 

  27,032 1,550 29,593 

受取利息配当金   △606,008 △772,926 △1,090,977 

投資有価証券売却益   △554,983 △835,075 △1,152,623 

投資有価証券売却損   － － 67,099 

投資有価証券評価損   36,995 8,197 46,070 

会員権評価損   1,700 － 1,700 

減損損失    147,000 － 147,000 

投資事業組合損益   △223,097 △172,230 △296,558 

売上債権の減少・増
加(△)額 

  1,047,352 1,098,595 △590,861 

たな卸資産の減少・
増加(△)額 

  △7,450 78 37,220 

前払費用の減少・増
加(△)額 

  △3,132 △847 △2,080 

仕入債務の増加・減
少(△)額 

  △29,951 △59,309 34,037 

未払消費税等の増
加・減少(△)額 

  △15,031 14,682 7,099 

未払費用の増加・減
少(△)額 

  63,820 71,597 67,233 

前受収益の増加・減
少(△)額 

  △416,660 △287,378 803,599 

その他   △133,566 △39,920 △4,161 

役員賞与の支払額   △45,000 △48,000 △45,000 

小計   3,140,810 3,954,174 6,424,755 

利息及び配当金の受
取額 

  600,111 775,043 1,091,290 

法人税等の支払額   △1,467,820 △2,328,303 △3,109,544 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  2,273,101 2,400,915 4,406,501 

 



    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

定期預金の払戻しに
よる収入 

  － － 1,000,000 

定期預金の預入れに
よる支出 

  △1,000,000 － △1,000,000 

有価証券の売却等に
よる収入 

  1,000,000 － 1,000,000 

投資有価証券の取得
による支出 

  △571,220 △2,024,826 △5,016,514 

投資有価証券の売却
等による収入 

  3,057,723 3,124,226 5,041,505 

関係会社株式の取得
による支出 

  △498,058 △174,158 △1,410,723 

関係会社への貸付に
よる支出 

  － △200,000 △150,000 

有形固定資産の取得
による支出 

  △69,756 △28,727 △102,305 

無形固定資産の取得
による支出 

  △54,347 △47,861 △221,694 

敷金・保証金返済に
よる収入 

  6,017 2,544 8,299 

敷金・保証金差入に
よる支出 

  △2,944 △1,619 △4,983 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,867,412 649,577 △856,416 

          

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

配当金の支払額   △596,718 △598,474 △1,193,777 

自己株式の取得によ
る支出 

  △220,206 △107 △220,955 

自己株式の処分によ
る収入 

  4,598 141,012 90,644 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △812,326 △457,569 △1,324,088 

          

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  38,068 1,809 39,391 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加・減少(△)額 

  3,366,256 2,594,732 2,265,387 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  24,014,611 26,279,999 24,014,611 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 27,380,867 28,874,731 26,279,999 

          



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1)有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

    子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

  子会社株式及び関連会社株式 

同左  

  子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

    中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定） 

  時価のないもの 

投資事業有限責任組合等に対

する出資金 

当該投資事業有限責任組合

等の直近の中間会計期間にお

ける純資産の当社持分割合で

評価 

その他 

移動平均法による原価法  

時価のないもの 

投資事業有限責任組合等に対

する出資金 

同左 

  

  

  

その他 

同左  

時価のないもの 

投資事業有限責任組合等に対

する出資金 

当該投資事業有限責任組合

等の直近の事業年度における

純資産の当社持分割合で評価 

  

その他 

同左 

  (2)たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

(2)たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

 同左  

(2)たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

 同左  

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び設備 ３～15年 

車両運搬具  ４～６年 

器具及び備品 ４～20年 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

  (2)少額減価償却資産 

 取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償却してお

ります。 

(2)少額減価償却資産 

同左 

(2)少額減価償却資産 

同左 

  (3)無形固定資産 

 ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込

利用可能期間（５年）による定

額法によっております。 

(3)無形固定資産 

同左 

(3)無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金  

 同左 

(1)貸倒引当金 

 同左 

  (2)     ──── (2)役員賞与引当金 

  役員の賞与支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間会

計期間に負担すべき額を計上して

おります。 

 （会計方針の変更） 

 当中間会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。これにより、

従来の方法に比べて営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益は、

25,000千円減少しております。 

(2)    ──── 

  (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、その発生

時に一括して費用処理しておりま

す。  

(3)退職給付引当金 

 同左 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。 

 数理計算上の差異は、その発生

時に一括して費用処理しておりま

す。 

４．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

  中間キャッシュ・フロー計算書

上の資金（現金及び現金同等物）

には、手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満期の到

来する流動性の高い、かつ価値変

動について僅少なリスクしか負わ

ない短期投資を計上しておりま

す。 

同左    キャッシュ・フロー計算書上の資

金（現金及び現金同等物）には、

手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期の到来する

流動性の高い、かつ、価値変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

短期投資を計上しております。 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

(1)法人税等の会計処理 

 中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よるプログラム準備金の積立て

及び取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算し

ております。 

(1)法人税等の会計処理 

同左 

(1)    ────   

  

  (2)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(2)消費税等の会計処理 

同左 

(2)消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 固定資産の減損に係る会計

基準 

 当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前

中間純利益は、147,000千円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき当該資産の金額から直接

控除しております。   

────   当事業年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これにより税引前当

期純利益は、147,000千円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき当該資産の金額から直接控除

しております。  

 貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準  

────   当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号平成17年12

月９日）を適用しております。 

  

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は61,582,219千円でありま

す。  

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

────   



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）により、証券取引法第２条第２項において、投資

事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有価証

券とみなすこととされたことに伴い、前中間期まで「出資

金」に含めて表示していた投資事業有限責任組合等への出

資金を、当中間期より「投資有価証券」に含めて表示して

おります。 

 なお、前中間期の「出資金」に含まれる投資事業有限責

任組合等への出資金の金額は6,426,575千円であります。 

 ──── 

（中間損益計算書） 

 従来、営業外収益と営業外費用に両建てで表示しており

ました投資事業有限責任組合等への出資にかかる損益につ

いて、出資損益をより明瞭に表示するため、当中間期より

営業外収益又は営業外費用として純額表示する方法に変更

いたしました。 

 これにより、従来の方法に比べ、営業外収益及び営業外

費用はそれぞれ12,553千円少なく表示されております。 

 ────  

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間期まで区分掲記していた「出資による収入」及び

「出資による支出」は、投資事業有限責任組合等への出資

金の中間貸借対照表の表示方法を当中間期に変更したこと

に伴い、それぞれ「投資有価証券の売却等による収入」及

び「投資有価証券の取得による支出」に含めて表示してお

ります。なお、当中間期の「投資有価証券の売却等による

収入」に含まれる「出資による収入」は320,300千円、投

資有価証券の取得による支出」に含まれる「出資による支

出」は222,810千円であります。 

────  



追加情報  

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

 プログラム準備金にかかる繰延税

金負債の流動・固定分類 

 プログラム準備金にかかる繰延税

金負債は、従来全額固定負債に計上

しておりましたが、翌期に解消が見

込まれる金額の重要性が増してきた

ため、当中間期より翌期解消見込額

にかかる繰延税金負債を流動負債に

計上しております。この結果、従来

の方法によった場合と比較して、流

動負債の繰延税金負債が181,939千円

多く、流動資産の繰延税資産224,072

千円、固定負債の繰延税金負債

406,012千円それぞれ少なく計上され

ております。 

────  ──── 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

       415,608千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

              496,444千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

              451,282千円 

※２．   ────  ※２．中間末日満期手形 

   

 中間期末日満期手形の会計

処理は、手形交換日をもって

決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれてお

ります。  

     受取手形    20,207千円 

※２．   ──── 

※３．消費税等の取扱い 

 なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は、相殺のうえ、

流動負債の「未払消費税等」

として表示しております。 

※３．消費税等の取扱い 

同左 

※３．   ──── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息  33,832千円

有価証券利息  42,822千円

受取配当金 529,353千円

投資有価証券

売却益 
554,983千円

投資事業組合

運用益  
223,097千円

受取利息  26,095千円

有価証券利息  16,049千円

受取配当金 730,781千円

投資有価証券

売却益 
835,075千円

投資事業組合

運用益  
172,230千円

受取利息    63,762千円

有価証券利息    43,372千円

受取配当金   983,841千円

投資有価証券

売却益 
1,152,623千円

投資事業組合 

運用益  
296,558千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入

額 
  8,000千円

投資有価証券

評価損 
10,845千円

貸倒引当金繰入

額 
    550千円

貸倒引当金繰入

額 
 8,000千円

投資有価証券

売却損 
 67,099千円

投資有価証券

評価損 
 10,845千円

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの 

減損損失  147,000千円

投資有価証券評

価損 
 26,150千円

投資有価証券評

価損 
   8,197千円

減損損失  147,000千円

投資有価証券評

価損 
35,225千円

 ※４．減損損失 

 当中間会計期間において、

当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

 当該土地の地価が下落した

ため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失（147,000千円）とし

て特別損失に計上しました。 

 なお、当該資産の回収可能

価額は、正味売却価額により

測定しており、その評価は、

不動産鑑定評価額によってお

ります。 

場所 用途 種類 

東京都 

板橋区 

 生産及び 

 配送予定地  
土地  

 ※４．   ────   ※４．減損損失 

 当事業年度において、当社は

以下の資産について減損損失

を計上しました。 

 当該土地の地価が下落した

ため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失（147,000千円）とし

て特別損失に計上しました。 

 なお、当該資産の回収可能

価額は、正味売却価額により

測定しており、その評価は、

不動産鑑定評価額によってお

ります。 

場所 用途 種類 

東京都 

板橋区 

 生産及び 

 配送予定地  
土地  

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産   45,410千円

無形固定資産   14,144千円

有形固定資産   45,162千円

無形固定資産   43,382千円

有形固定資産   95,648千円

無形固定資産   32,617千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少32千株は、自己株式方式によるストックオプションの行使によるものでありま

す。  

 ２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．目的となる株式の数の変動事由の概要 

     平成14年新株予約権の減少は、権利行使21,900株、権利放棄100株によるものであります。 

     平成15年新株予約権の減少は、権利行使9,900株、権利放棄400株によるものであります。 

     平成16年新株予約権の減少は、権利行使400株、権利放棄1,500株によるものであります。 

      平成17年新株予約権の減少は、権利放棄850株によるものであります。 

 ３.配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの  

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 20,176 － － 20,176 

合計 20,176 － － 20,176 

自己株式     

普通株式（注） 247 0 32 215 

合計 247 0 32 215 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計
期間末残高
（千円） 前事業年度

末 
当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

 提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 45,300 － 22,000 23,300 － 

  平成15年新株予約権 普通株式 45,800 － 10,300 35,500 － 

  平成16年新株予約権 普通株式 44,000 － 1,900 42,100 － 

  平成17年新株予約権 普通株式 35,450 － 850 34,600 － 

合計 普通株式 170,550 － 35,050 135,500 － 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 597,847 30 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月19日 

取締役会 
普通株式 598,813 利益剰余金 30 平成18年９月30日 平成18年12月１日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

 前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

     該当事項はありません。 

    当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）  

     該当事項はありません。 

（有価証券関係） 

（前中間会計期間） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年９月30日現在） 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係  

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間 

 貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金    26,859,318千円

有価証券      521,549千円

現金及び現金同等物    27,380,867千円

現金及び預金    28,874,648千円

有価証券            83千円

現金及び現金同等物    28,874,731千円

現金及び預金    26,279,915千円

有価証券          83千円

現金及び現金同等物    26,279,999千円

  前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 3,859,738 6,703,020 2,843,282 

(2)その他 9,444,152 15,299,041 5,854,889 

合計 13,303,890 22,002,062 8,698,172 

  前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券   

非上場外国債券 1,500,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式 263,919 

マネー・マネジメント・ファンド 521,473 

投資事業有限責任組合等の出資金  7,124,516 

中期国債ファンド 75 

海外譲渡性預金  1,131,900 



（当中間会計期間） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年９月30日現在） 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 3,475,527 6,096,419 2,620,892 

(2)その他 11,645,973 19,188,757 7,542,783 

合計 15,121,501 25,285,177 10,163,676 

  当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券   

非上場外国債券 1,500,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式 1,365,447 

マネー・マネジメント・ファンド 7 

投資事業有限責任組合等の出資金  7,069,855 

中期国債ファンド 75 

海外譲渡性預金  1,179,000 



（前事業年度） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

 当中間会計期間において新たに付与されたストックオプション等はありません。 

  前事業年度（平成18年３月31日） 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 3,434,608 7,051,664 3,617,055 

(2)その他 11,095,110 18,606,003 7,510,894 

合計 14,529,719 25,657,668 11,127,949 

  前事業年度（平成18年３月31日） 

  貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券   

非上場外国債券 1,500,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式 1,366,844 

マネー・マネジメント・ファンド 7 

投資事業有限責任組合等の出資金 7,922,548 

中期国債ファンド  75 

海外譲渡性預金  1,174,700 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり純資産額      2,829円77銭         3,085円21銭         3,001円11銭 

１株当たり中間（当期）純

利益金額 
   114円26銭 145円49銭       239円56銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 

  114円17銭 145円27銭      239円27銭 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 2,276,218 2,900,465 4,819,924 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 48,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （ － ）  （ － ）  (48,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 2,276,218 2,900,465 4,771,924 

期中平均株式数（千株） 19,921 19,935 19,919 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株） 15 30 23 

（うち転換社債） － － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 新株引受権１種類（目的と

なる株式の数72,800株）、新

株予約権１種類（目的となる

株式の数44,900株）。これら

の詳細は、「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、 (2)

新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

 新株予約権１種類（新株予

約権の数421個）。これらの

詳細は、「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、 (2)新

株予約権等の状況」に記載の

とおりであります。 

 新株引受権１種類（目的と

なる株式の数71,400株）、新

株予約権１種類（新株予約権

の数440個）。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  該当事項はありません。 



(2）【その他】 

１．平成18年10月19日開催の取締役会において、当中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(1)中間配当による配当金の総額………………598,813千円 

(2)１株当たりの金額……………………………30円00銭 

(3)支払請求の効力発生日及び支払開始日……平成18年12月１日 

（注）平成18年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行いま

す。 

２．その他特記すべき事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第27期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月26日関東財務局長に提出。 

(2)自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）     平成18年４月３日関東財務局に提出 

報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）     平成18年５月２日関東財務局に提出 

報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）     平成18年６月１日関東財務局に提出 

報告期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月30日）     平成18年７月３日関東財務局に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月13日

株式会社 オービックビジネスコンサルタント

  取締役会 御中   

  ＡＳＧ 監査法人   

  
代表社員
業務執行社員

公認会計士 稲村 榮典  印 

  
代表社員
業務執行社員

公認会計士 小坂 義人  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

オービックビジネスコンサルタントの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平

成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社オービックビジネスコンサルタントの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

追記情報  

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間より固定資産の減損に係る

会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月11日

株式会社 オービックビジネスコンサルタント

  取締役会 御中   

  太陽ＡＳＧ 監査法人   

  
代表社員
業務執行社員

公認会計士 稲村 榮典  印 

  業務執行社員 公認会計士 小笠原 直  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

オービックビジネスコンサルタントの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第28期事業年度の中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株

主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社オービックビジネスコンサルタントの平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

追記情報  

 「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 3.引当金の計上基準 (2)役員賞与引当金」に記載されているとおり、

会社は当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成

している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

している。 
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